
景気の変動などの経済上の理由による企業収益の悪化から、生産量が減少
し、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、解雇を避け、雇用する労働者
を一時的に休業、教育訓練又は出向をさせることによって雇用を維持していた
だく場合に、休業、教育訓練又は出向に係る手当等の一部を助成します。

休業、教育訓練の場合

出向の場合

出向元事業主の負担額（概ね２分の１を上限）の５分の４（上限あり）。

生産量の要件があります。

①休業手当又は賃金に相当する額として厚生労働大臣が定める方法に
により算定した額の５分の４（上限あり）。

②教育訓練を実施した際は教育訓練費として１人１日６，０００円を ① に
上乗せします。
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①最近３か月の生産量がその直前３か月又は前年同期比で減少していること。

②前期決算等の経常利益が赤字であること（生産量が５％以上減少して
いる場合は不要）。

①休業、教育訓練又は出向の実施について、原則事前に都道府県労働
局又はハローワーク（公共職業安定所）に届け出る必要があります。

②このリーフレットの記載内容は、特にことわりのない限り平成20年
12月現在のものです。詳細は最寄りの都道府県労働局又はハロー
ワークにおたずねください。

①被保険者期間が６か月未満の方（新規学卒者を含む）

②６か月以上雇用されている被保険者以外の方（週の所定労働時間が
２０時間以上の方に限ります。）

２ 雇用保険の被保険者として６か月以上継続して雇用されている方

に加え、次の方も対象となります。

１ 支給要件について従来の雇用量要件は廃止しました。


